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答 申 第 8 1 号

平成23年５月10日

（諮問公第98号）

答 申

１ 審査会の結論

鹿児島県知事（以下「実施機関」という ）が，本件異議申立ての対象となった公文書。

について，その存否を明らかにしないで開示請求を拒否した決定は，妥当である。

２ 異議申立ての内容

(1) 異議申立ての経緯

， （ 。 「 」異議申立人は 鹿児島県情報公開条例 平成12年鹿児島県条例第113号 以下 条例

という ）第５条の規定に基づき，平成21年６月29日付けで「異議申立人○○が諮問第。

45号（答申第36号）諮問第46号（答申第37号）の棄却に対して，審査会に於て，口頭意

見陳述を行った会議録と資料」の開示請求を行った。

これに対し，実施機関は，平成21年７月15日付け広第19号で，本件開示請求に係る公

文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否する決定（以下「本件処分」という ）。

を行った。

その後，本件処分を不服として，平成21年９月７日付けで異議申立てがなされたもの

である。

(2) 異議申立ての趣旨

本件処分を取り消すとの決定を求めるというものである。

(3) 異議申立ての理由

異議申立人が異議申立書，意見書及び口頭による意見陳述において述べている異議申

立ての主たる理由は，要約すると次のとおりである。

ア 不開示は財産権保全の権利を侵害し，違法である。

イ 法令に基づき行政情報は原則として公開すべきである。

ウ 都市再開発法に基づく公共事業である「○○町○番街区都市再開発事業」に関する

行政処分の公文書は全て開示，公開が法令上規定されている。

エ 民間の再開発事業においても，関係権利者は，関係書類の開示請求権が保障されて

いる。

本答申は，情報公開・個人情報保護審査会条例第15条に基づき公表しています。
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オ 過去２回，審査会で口頭による意見陳述を行ったが，その記録も公開されないとい

うことになると，開示請求や意見陳述を行ったこと自体がなかったことになってしま

う。

カ 審査会で陳述した問題点について，審査会から処分庁に指導をした形跡がない。

３ 異議申立てに対する実施機関の説明要旨

実施機関から提出された処分理由説明書による説明の要旨は，次のとおりである。

(1) 公文書開示請求に係る公文書の名称等

上記２(1)の開示請求内容に同じ。

(2) 不開示とした理由

ア 本件対象公文書は，仮にあるとすれば，公文書の開示決定処分等に係る不服申立

事案である諮問第45号及び第46号事案について，異議申立人である○○氏が鹿児島

県公文書等開示審査会（以下「開示審査会」という。なお，現在は「鹿児島県情報

公開・個人情報保護審査会」である ）において口頭による意見陳述（以下「意見。

」 。） 。陳述 という を行った際の同審査会の会議録及び審査会資料であると判断した

イ 本件開示請求書の記載内容は，公文書の開示決定処分等について特定の個人が異

議申立てを行い，開示審査会において意見陳述をしたという事実を前提としたもの

である。

ウ 本件対象公文書の存否を答えることにより，特定の個人が異議申立てを行い，開

示審査会において意見陳述をした事実の有無という個人に関する情報を開示するこ

ととなるので，条例第10条の規定に基づき，本件対象公文書の存否を明らかにしな

いで本件開示請求を拒否することとした。

エ 本件対象公文書は，仮にあるとすれば，平成13年３月より前に開催された審査会

に係る議事録であることから，不開示情報該当性については，改正前の鹿児島県情

報公開条例（昭和63年３月28日鹿児島県条例第４号。以下「旧条例」という ）第。

８条の規定により判断した。
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４ 審査会の判断

(1) 審査の経過

審査会は，本件異議申立てについて，以下のような審査を行った。

年 月 日 審 査 の 経 過

平成21年９月24日 諮問を受けた。

12月３日 実施機関から処分理由説明書を受理した。

平成22年５月17日 異議申立人に処分理由説明書を送付し，意見書の提出を求めた。

６月28日 異議申立人から意見書を受理した。

12月17日 諮問の審議を行った。

平成23年２月15日 諮問の審議を行った （異議申立人から意見を聴取）。

４月18日 異議申立人から追加資料を受理した。

４月20日 諮問の審議を行った。

(2) 審査会の判断

ア 本件開示請求について

本件開示請求は，公文書の開示決定処分等に係る不服申立事案である諮問第45号及

び第46号事案について，異議申立人本人が開示審査会において意見陳述を行った際の

同審査会の会議録及び資料について開示を求めるものである。

実施機関は，本件開示請求書の記載内容は，公文書の開示決定処分等について特定

の個人が異議申立てを行い，開示審査会において意見陳述を実施したという事実を前

， ，提としたものであることから 本件開示請求に係る公文書の存否を答えることにより

特定の個人が異議申立てを行い，開示審査会において意見陳述をした事実の有無とい

う，旧条例第８条第２号の規定により不開示とされている個人に関する情報を開示す

ることになるとして，条例第10条の規定に基づき，公文書の存否を明らかにしないで

本件開示請求を拒否する決定を行った。

異議申立人は，本件処分の取り消しを求めており，対象公文書が仮に存在すると

すれば，平成13年４月１日前に作成し，又は取得したものであると考えられること

から，これらの情報が実施機関の主張する旧条例第８条第２号の不開示情報に該当

するかどうか及び条例第10条に該当するかどうかについて検討する。

イ 個人情報（旧条例第８条第２号）該当性について

(ｱ) 旧条例第８条第２号について

旧条例第８条は 「実施機関は，開示の請求に係る公文書等に次の各号のいずれ，

かに該当する情報が記録されているときは，当該公文書等の開示をしないことがで

きる 」と規定している。。

この条各号のうち，第２号本文は 「個人に関する情報（事業を営む個人の当該，

事業に関する情報を除く ）であって，特定の個人が識別され，又は識別され得る。

もの」については，開示しないことができると規定している。
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また，同号ただし書において「ア 法令等の定めるところにより，何人でも閲覧

することができるとされている情報 「イ 実施機関が公表を目的として作成し，」，

又は取得した情報 「ウ 法令等の規定による許可，届出その他これらに類する行」，

為に際して実施機関が作成し，又は取得した情報であって，開示することが公益上

必要であると認められるもの」のいずれかに該当する情報については，同号本文に

該当するものであっても，開示しなければならない旨規定している。

(ｲ) 旧条例第８条第２号該当性

本件請求の記載内容には，特定の個人の氏名が含まれており，異議申立人である

特定の個人が，開示審査会において意見陳述を行った際の会議録及び資料に対する

開示請求と認められることから，公文書の開示決定処分等について特定の個人が異

議申立てを行い，開示審査会において意見陳述をしたという個人に関する情報（以

下「本件不開示情報」という ）が識別されるものであり，旧条例第８条第２号本。

文に該当すると認められる。

また，本件請求内容は，特定の個人による異議申立てについての開示審査会にお

ける意見陳述に係るものであり，同号ただし書のいずれにも該当しないものと認め

られる。

なお，異議申立人は，都市再開発法に基づく公共事業である「○○町○番街区都

市再開発事業」に関する行政処分の公文書は全て開示，公開が法令上規定されてい

ると主張している。

都市再開発法（以下「法」という ）第134条第１項及び法施行規則第38条におい。

て，施行者は 「規準，規約，定款又は施行規程 「事業計画又は事業基本方針 ，， 」， 」

「配置設計図 「権利変換計画書又は管理処分計画書」等の市街地再開発事業に関」，

する簿書をその事務所に備え付けることとされている。さらに法第134条第２項に

おいて，利害関係者からこれらの簿書の閲覧又は謄写の請求があったときは，正当

な理由がない限り，施行者はこれを拒んではならないとされている。

また，この他にも，法は，市街地再開発組合の設立認可等における市町村長によ

る関係図書の縦覧等を規定しているが，これらは，開示審査会における会議録及び

資料の開示まで規定しているものではないことは明らかである。

したがって，本件不開示情報を旧条例第８条第２号に該当するものとした実施機

関の判断は妥当である。

ウ 公文書の存否を明らかにしないで不開示とすることの妥当性について

(ｱ) 条例第10条について

条例第10条は 「開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで，，

不開示情報を開示することとなるときは，実施機関は，当該公文書の存否を明らか

にしないで，当該開示請求を拒否することができる 」と規定している。。

これは開示請求の拒否処分の一態様として，一定の場合に，実施機関は，公文書
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の存否自体を明らかにしないで，拒否することができることを定めるものである。

(ｲ) 処分の妥当性

本件請求内容は，上記イで述べたとおり，特定の個人が，開示審査会において意

見陳述を行った際の会議録及び資料に対する開示請求であり，旧条例第８条第２号

の個人に関する情報が識別されることから，請求内容に係る公文書の存否を答える

ことは，特定の個人が異議申立てを行い，開示審査会において意見陳述をした事実

の有無という，旧条例第８条第２号の不開示情報を開示することになることから，

実施機関が公文書の存否を明らかにしないで不開示としたことは妥当である。

エ その他の主張について

異議申立人は，その他種々主張しているが，いずれも上記の判断を左右するもので

はない。

よって 「１ 審査会の結論」のとおり判断する。，


